
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1
個人情報ファイルの名
称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関
する特別の手続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２1条第７項に該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　国分寺市戸倉1-6-1

内容

選挙人名簿・在外選挙人名簿閲覧者データファイル

国分寺市選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の際に、閲覧申出者、閲覧者及び閲覧事項取扱者等の情報を収集し、要
件確認を行うため。

①登録の有無の確認を目的として閲覧の申出をする者
1氏名、2住所、3電話番号、4閲覧事項の利用の目的、5閲覧の希望日時、6閲覧事項の管理の方法(管理体制や廃棄の時期、方法
等)、7閲覧対象者の範囲(閲覧対象者の氏名、住所及び申出者との関係)、8印影
②政治活動を目的として閲覧の申出をする者
1氏名(政党その他政治団体である場合は代表者)、2住所(政党その他政治団体である場合は主たる事務所の所在地)、3電話番
号、4団体名(申出者が政党その他の政治団体である場合に収集)、5閲覧の希望日時、6閲覧事項の管理の方法(管理体制や廃棄の
時期、方法等)、7閲覧対象者の範囲、8閲覧者に関する事項、9立候補しようとする選挙の種類(申出者が公職の立候補者等である
場合に収集・現職の場合はその職名)10公職の立候補者等であることを証明する資料（申出者が公職の立候補者等である場合に収
集・推薦決定、公認決定、候補者になろうとしている事を示すもの等）
11候補者閲覧事項取扱者の指定の有無（申出者が公職の候補者等である場合に収集）、12政治団体閲覧事項取扱者の範囲（申出
者が政党その他の政治団体である場合に収集）、13政党その他の政治団体であることを証明する資料（申出者が政党その他の政治
団体である場合に収集・収支報告書、会計帳簿の写し等）、14承認法人の申出の有無（申出者が政党その他の政治団体である場合
に収集）、15印影
③調査研究を目的として閲覧の申出をする者
1氏名（法人の場合は代表者）、２住所（法人の場合は主たる事務所の所在地）、３電話番号、４活動内容、５閲覧事項の利用の目的、６
閲覧の希望日時、７閲覧事項の管理の方法（管理体制や廃棄の時期、方法等）、８閲覧対象者の範囲、９調査研究の成果の取扱い（公
表の時期、方法等）、10調査研究を目的とすることを証明する資料（調査企画書に類するもの）、11閲覧者に関する事項（閲覧者を
指定するか否か、またその閲覧者との関係）、12法人閲覧事項取扱者の範囲（申出者が法人である場合のみ収集）、13個人閲覧事
項取扱者の指定の有無、14印影
④②③の申請時に閲覧者として指定される者
１氏名、２住所、３団体名（政治活動、調査研究を目的とする閲覧で、かつ閲覧者が法人の構成員等である場合に収集）、４官公署が
発行する写真付身分証明証（視認）
⑤②③の申請時に個人閲覧事項取扱者として指定される者
１氏名、２住所
⑥②が政党その他の政治団体である場合の承認法人の代表者
１氏名
⑦③の調査研究の責任者
１氏名、２住所
⑧③が受託者である場合の委託者
１氏名、２住所

①登録の有無の確認を目的として閲覧の申出をする者　②政治活動を目的として閲覧の申出をする者　③調査研究を目
的として閲覧の申出をする者　④②③の申請時に閲覧者として指定される者　⑤②③の申請時に個人閲覧事項取扱者と
して指定される者　⑥②が政党その他の政治団体である場合の承認法人の代表者　⑦③の調査研究の責任者　⑧③が受
託者である場合の委託者

本人から

含まない

-

0634

-

12
個人情報ファイルの種
別

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない


